
基本計画 
◆総　論 

市の花：ひまわり 
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1

2 計画の期間 

　この基本計画は、西東京市基本構想に基づき、その基本理念と将来像を計画的

に実現するために、本市における現状を整理するとともに、体系的な施策展開を示

すものです。 

　なお、本計画を基本として、毎年度3年を期間とする実施計画を別に策定し、本

計画の実効性を確保します。 

　計画期間は、平成16年度から平成25年度までの10年間とします。 

　なお、平成21年度からの後期5年間の開始にあたっては、社会経済情勢の変化

や基本計画事業の評価、新たな市民ニーズなどを踏まえ、改めて見直しをします。 

H16.4.1 H21.4.1 H26.3.31

計画策定の趣旨 

基本構想（平成25年度を目標年度） 

基本計画（平成16年度～25年度） 
※ 平成21年度～25年度は改めて見直し 



（人） 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

0

180,885

28,837

（15.9%） 

33,502

（18.6%） 

185,862
191,819

42,392

（22.1%） 

128,475

（71.0%） 

128,579

（68.7%） 

125,641 
生産年齢人口（15～64歳） 

高齢者人口（65歳以上） 

年少人口（0～14歳） 

（65.5%） 

23,573

（13.0%） 

23,781

（12.7%） 

23,786

「西東京市人口推計調査報告書」（平成14年3月）より 

（12.4%） 

【人口グラフ】 
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（１）人口 
　本市の人口は微増傾向がつづき、この計画の目標年度（平成25年度）における

人口は、約192,000人になると想定します（平成14年3月「西東京市人口推計

調査報告書」より）。 

　年齢3区分ごとの傾向をみると、年少人口（0歳～14歳）においては、平成12

年に13.0％の割合であったものが平成25年には12.4％となり、やや低下する

見通しです。しかし、その絶対数はほぼ変わらず、全国的に問題とされている子ど

もの数の減少は本市では当面おこらない見通しです。 

　生産年齢人口（15歳～64歳）についても、平成12年の71.0％から平成25年

には65.5％と5.5ポイントも割合が低下しますが、絶対数ではほぼ横ばいであり、

減少傾向にある全国値とは対照的となっています。 

　一方、高齢者人口（65歳以上）は毎年増加すると予想されます。その比率は平

成12年の15.9％から平成25年は22.1％となり、6.2ポイント増加し、その傾向

は今後も続く見込みです。絶対数も13,000人以上の増加となり、人口増加の傾

向はほぼ高齢者層の増加であると予想されます。 

 

計画の指標 
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（2）財政フレーム 
　基本計画（平成16年度～25年度）期間中の財政計画は、社会・経済情勢の変化、

国や東京都の行財政の動向、本市における財政収支の推移や指標、人口推計など

を勘案して推計します。 

　また、毎年度策定する実施計画において、社会経済環境の変化、行財政制度の変

化に応じた改定を行い、財政計画の実効性を確保していきます。 

 

� 歳　入 
(ア) 市税 

　市税については、今後の経済の見通しを踏まえるとともに、現行の税制

度及び将来人口の推計を基本に算定しています。 

(イ) 地方交付税 

　普通交付税については、市税等の動向や過去の実績等を勘案し、現行制

度を基本に算定しています。また、基準財政需要額には、合併特例債、臨時

財政対策債及び住民税等減税補てん債の元利償還金の措置額を加算して

います。 

(ウ) 国庫支出金・都支出金 

　国庫支出金及び都支出金については、現行制度を基本に、過去の実績等

を踏まえ算定しています。 

(エ) 市債 

　市債については、後年度負担に配慮し、新市建設計画事業に伴う合併特

例債のほか、適債事業に係る通常債、さらに、減税補てん債及び地方交付

税の振り替えとしての臨時財政対策債を見込んでいます。 

 
� 歳　出 
(ア) 人件費 

　職員給与については、退職者の補充を抑制し一般職職員を削減する方

針で算定しています。なお、給与の改定は見込んでいません。 

(イ) 物件費・扶助費・補助費等 

　過去の実績等を踏まえるとともに、経常的な事業に係る経費については、

シーリングを設定し算定しています。 

(ウ) 繰出金 

　繰出金については、現行制度を基本にするとともに、財源補てん的な繰

出金の抑制に努めています。 

(エ) 普通建設事業費 

　普通建設事業費については、計画事業を基本に見込むとともに、計画以

外の事業については、シーリングを設定し算定しています。 

 

※なお、国の三位一体の改革や東京都の第二次財政再建推進プラン等による影響

　については、毎年度策定をする実施計画の財政計画において精査していきます。 

 



  

歳　入 
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歳　出 

■ 財政見通し（平成16年度～平成25年度） 
基本計画10年間（平成16年度～25年度）の財政見通しは次のとおりです。 

総　額　　5千588億1千5百万円 

その他 
繰入金 

市債 

 

都支出金 

 

 

国庫支出金 

 

 

交付税 
交付金 
 

 

 

 

 

 

 

 
市税 

 
 

その他 
 
 
 

投資的経費 

 

 
繰出金 

 

 

物件費 

 

 

 
公債費 

 

 

扶助費 
 
 
 
 
 

人件費 

22,103 

10,853 

44,545 

 

48,539 

 

 

65,070 

 

 

 
101,960 

 

 

 

 

 

 

 

 

265,745

4.0％ 

1.9％ 

8.0％ 

 

8.7％ 

 

 
11.6％ 

 

 

 

18.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

 47.6％ 

 

82,068 

 

 

59,634 

 

72,238 

 

 

85,894 

 

 

55,432 

 

 

81,794 

 

 

 

 
 

121,755

 

14.7％ 

 

 

10.7％ 

 

 

12.9％ 
 
 
 
 
 

15.4％ 

 

 
 

9.9％ 

 

 

14.6％ 

 

 

 

 

 
21.8％ 

 

（単位：百万円） 
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4
基本計画は次の方針を踏まえ、事業をすすめていきます。 
 

（１）市民参加と情報公開の推進 
　市民と市との協働によるまちづくりを推進し、個性豊かで活力ある地域社会

を実現するため、市民参加と情報公開の推進を図っていきます。 

① 市民参加 
　市民が、まちづくりの主役として活躍できるよう、市民参加をさらに発

展させるとともに、市民の意向を的確に反映させながら事業を推進して

いきます。 

② 情報公開 
　市民参加を促進するとともに、個人情報等の情報資源の保護に十分

配慮しながら、情報公開と情報発信をすすめていきます。 

 

（2）健全な財政運営 
　財政の健全性を確保しつつ、まちづくりに対する市民の期待に応えていくため、

地方分権時代にふさわしい簡素で効率的な行財政システムの確立や自立度を

高めた持続可能な財政構造への転換を積極的に図っていきます。 

① 行財政改革の推進 
　将来にわたり、健全で安定した行財政運営を確保し、市民サービスの

向上を推進するため、行財政改革を着実に実行していきます。 

② 自主財源の確保 
　課税客体の正確な把握と市税徴収率の向上を図るとともに、使用料・

手数料等の適正化による自主財源の確保に努め、安定した財政基盤の

確保を図っていきます。 

③ 特定財源の有効活用 
　国や東京都の補助制度を有効に活用するとともに、地方債の活用に

あたっては後年度の財政負担に配慮しつつ、効果的な活用に努めていき

ます。 

④ 財政運営の適正化 
　社会経済情勢や各種行財政制度の動向に対応した財政運営を行うと

ともに、「最少の経費で最大の効果」が発揮できるよう、市民ニーズに応

じた財源の的確な配分に努めていきます。 

⑤ 財政計画の作成 
　事業の円滑かつ着実な推進を図るため、社会経済情勢の推移を的確

に捉え、財政計画を作成していきます。 

 

 

 

 
 
 

計画の方針 
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（3）公共施設の有効活用 
　円滑かつ効率的な事業執行に向け、公共施設の有効活用を前提に事業をす

すめていきます。 

① 公共施設の統合整備 
　地域において重複する公共施設については、市域全体のバランスを

考慮し、統合整備していきます。 

② 新たな施設の整備 
　新たな施設整備については、公共施設の統合を前提として整備に努

めるほか、現在ある公共施設の建替え・改修や余剰公共施設の有効活用

を図りながら事業をすすめていきます。 

 

（4）新市建設計画の推進 
　新市建設計画は、平成13年度から22年度までの10年間における新しいま

ちづくりの指針を示した計画であり、合併に伴う財政支援を受ける際の根拠と

なる重要な計画です。 

① 新市建設計画の位置付け 
　新市建設計画の重要性を勘案し、この新市建設計画との整合性を図

りながら、事業をすすめていきます。 

② 新市建設計画の重点施策 
　新市建設計画の重点施策については、引き続き事業の推進を図ると

ともに、さらなる事業展開に向けた取り組みをすすめていきます。 

◇重点施策◇ 

　○（仮称）合併記念公園の整備 

　○コミュニティバスの運行 

　○地域情報化の推進 

　○ひばりヶ丘駅周辺のまちづくりの推進 

■新市建設計画と総合計画の関係・期間 

H13.4.1 H16.4.1 H23.3.31 H26.3.31

総合計画 

整合をとる 

新市建設計画 

新市建設計画の施策内容 

新しい市民ニーズ 



重点プロジェクト 5

■西東京ブランド発進 プロジェクト 

■やすらぎグリーン プロジェクト 

　基本構想で位置づけている「わたしたちの望み」や「理想のまち」に少しでも早く、効果的・効
率的に近づくために、以下の4つのプロジェクトに取り組みます。 
　これら4つのプロジェクトは、「まちづくりの方向」の枠を越えて、分野横断的に力をあわせて
すすめるものです。また、行政だけではなく、市内で活動する市民や企業・団体等の連携により実
現されるものです。 

豊かで 
活気あるまち 

ほっと 
やすらぐまち 

◇コンセプト（目的） 
「豊かで活気あるまち」をめざして、西東京市民が誇りを
もてる良好・良質な都市イメージを醸成します。 

 
◇目標 
西東京ブランド（ひと・もの・こと）を確立します。 

 
◇具体的な取り組み 
市民や企業・団体等と協働でブランドイメージをつくり、「ひ
と・もの・こと」のキーワードのもとに、ブランドづくりおよ
び西東京ブランドを展開していきます。 
 

◇コンセプト（目的） 
「ほっとやすらぐまち」をめざして、みどりの保全・活用・創
出によって、人が憩い、集いあえる空間・場を演出します。 

 
◇目標 
人々のふれあいを演出するみどりと花の空間を創生します。 

 
◇具体的な取り組み 
市内のみどりをネットワークするとともに、散歩道や散策
ルートを充実させます。また、まちじゅうにみどりと花の空
間を創出します。  
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　当初から予定する取り組みや事業を実行するだけではなく、コンセプトに沿った新たな取り組み
や活動等も含めてすすめることを前提とします。 
　そして、効果的・効率的にプロジェクトを推進する手段として、目標設定および効果測定を実施し、
その評価・改善による進行管理を行います。 

■ふれあいサポート プロジェクト 

■いきいきチャレンジ プロジェクト 

◇コンセプト（目的） 
「みんなで支えあうまち」をめざして、市民一人ひとりが
協力しあって、安心して暮らせる社会をつくります。 

 
◇目標 
コミュニティの醸成と互助・共助のしくみをつくります。 

 
◇具体的な取り組み 
人材等の地域資源を生かして、市民のもついろいろな頼
みごと・困りごと・お願いごとと、それらをサポートするしく
みをつくります。 

◇コンセプト（目的） 
「ひと・もの・ことが育つまち」をめざして、子どもも大人
も地域に暮らす人々がさまざまなことにチャレンジし、い
きいきと活動できる機会を増やしていきます。 
 

◇目標 
だれもが生涯、学び、楽しみ、活動できるしくみをつくります。 

 
◇具体的な取り組み 
市民の主体的な知的欲求に応える生涯学習メニューの充
実、生涯スポーツの場づくりのほか、習得したことを実践
できる機会づくりを行います。 

45

みんなで 
支えあうまち 

ひと・もの・ことが 
育つまち 
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西東京ブランド発進プロジェクト 
■各プロジェクト詳細 

主要施策の展開 

ひと こと 

もの 

農業ボランティアと 
花いっぱい運動 

名産品、特産品等の 
創出とその展開 

創業支援・人材育成 
人材発掘 

（仮称）合併記念 
公園の整備 

市民まつり 

○市民活動やイベントなどを西東京の 

　独自性＝ブランドとして推進します 

○文化的イベントをブランドとして 

　新設・育成します 

○有機農業等による農産物、菓子類、 

　加工品等を西東京ブランドとして 

　確立するための支援をします 

○地産地消の取り組みとして、直売 

　所・朝市などを積極的に展開します 

○起業・創業を行う人を西東京固 

　有の人的資源＝ブランドと位置 

　づけ、支援します 

○技能保持者、芸術家など、人材 

　発掘を行います 

 

主要施策の概要 
キーワードは、「西東京ブランド」。 
「ひと」に関するもの（創業支援・人材育成など）、「もの」に関するもの（名産品・特
産品等の創出とその展開など）、「こと」に関するもの（（仮称）合併記念公園の整備や
イベントの拡充・新設など）というそれぞれの分野で、「西東京ブランド」の確立をめざ
します。 
 

＜指標案＞ 
●西東京市に住み続けたいと考える人の割合 
●「西東京ブランド」の数 

（「西東京ブランド」の定義と目標数値は、（仮称）重点プロジェクト推進委員会で検討） 

 

音楽祭・演劇祭・ 
映画祭 

豊かで活気あるまち 

西東京 
ブランド 



みどりや花の保全・活用・ 
創出のためのしくみづくり 

みどりや 
花の活用 

主要施策の展開 

活用 

創出 

みどりや花の創出 

やすらぎグリーンプロジェクト 
主要施策の概要 
キーワードは、「みどり・花」。 
みどり・花の活用・創出・しくみづくりをとおして、豊かな自然環境を実現するとともに、
市民がそれらに親しめるような事業を展開します。 
 

＜指標案＞ 
●自然環境に対して満足している市民の割合 
●緑被率 

（目標数値は、（仮称）重点プロジェクト推進委員会で検討） 

○みどりや花に親しめるような公 

　園の整備をすすめます 

○体験型農園を新設し、農業体験

　と農業者との交流を推進します 

○市民がみどりに親しめるよう、　

　市内の散策ルートを設定します 

○市民の緑化への関心を喚起・向 

　上するため、花いっぱい運動を推

　進します 

○公園ボランティア、農業ボランテ

　ィアの育成・活用をすすめます 

○自然・みどり等の保全・活用・創出

　に関する情報提供や情報交流を

　すすめます 

○自然・人・生き物とのふれあいの場と 

　して、公園や緑地の整備をすすめます 

○歩いて楽しめる散歩道を整備・ネット

　ワーク化します 

○苗木、花の種子等を配布します 

ほっとやすらぐまち 
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みどり・花 

しくみづくり 
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■各プロジェクト詳細 

主要施策の概要 

健康づくりの 
ための活動 

学習・文化・ 
スポーツ活動 

生涯学習人材・活動 
情報の整備活用 

西東京ボランティア・市民 
活動センター事業への支援 

世代間交流 
事業の推進 

親子ふれあい 
事業の充実 

(仮称)地域学習活動 
センターの整備 

○市民ニーズに応じた 

　展開をすすめます 

○生涯学習施設・人材・しくみなどを活  

　用して、生涯学習の充実に努めます 

文化・スポーツ 
振興財団 

活用・充実 

学校施設 多世代 

○生涯学習の一環として、親子や世 

　代間交流による学習を行い、相互

　理解を深めます 

○生涯学習・スポーツの機会を拡 

　充し、質的向上を図るため、学校

　施設を活用します 

チャンス・アンド・チャレンジ 

連携 

いきいきチャレンジプロジェクト 
主要施策の概要 
キーワードは、「チャンス・アンド・チャレンジ」。 
市民が、自己実現をめざして、いろいろなことにチャレンジする機会を提供します。施策
の展開に当たっては、さまざまな部署や団体が行う事業の連携をすすめていきます。 

 

＜指標案＞ 
●生涯学習の環境に満足している人の割合 
●生涯学習への参加延べ人数 

（対象事業や目標数値は、（仮称）重点プロジェクト推進委員会で検討） 

 

ひと・もの・ことが育つまち 

総合型地域スポーツ 
クラブの設立と活用 

 



ふれあいのまちづくり 
事業への支援 
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主要施策の概要 

安心・安全の 
ためのしくみづくり 

困りごとなどへの 
サポートのしくみづくり 

 

 

○子育て、ボランティアなどサポートのし 

　くみを確立します 

○ファミリー・サポート・センターなどの

　しくみを活用します 

 

○地域の中で安心・安全に暮らすことが

　できるよう、防災や防犯のための自主

　的な市民組織づくりを推進します 

○小学校区を拠点とし、高齢者地域見

　守りなど、ふれあいのまちづくり事

　業を支援していきます 

コミュニティ 

ふれあいサポートプロジェクト 
主要施策の概要 
キーワードは、「コミュニティ」。 
安心・安全のまちづくり、困りごとなどへのサポートのしくみづくり、ふれあいのまちづ
くり事業などをすすめていくなかで、コミュニティを醸成していきます。 
 

＜指標案＞ 
●地域の中で支えあうしくみができていると思う人の割合 
●地域活動に参加している市民の数 

（「地域活動」の定義や目標数値は、（仮称）重点プロジェクト推進委員会で検討） 

 

みんなで支えあうまち 
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創造性の育つ 
まちづくり 

人権と平和の尊重 

国際化の推進 

男女平等参画社会の推進 

 

子ども参加の促進 

子育て支援の促進 

学校教育の充実 

 

生涯学習社会の形成 

学習活動の推進 

スポーツ・レクリエーション活動の振興 

芸術・文化活動の振興 

 

 

一人ひとりが輝くために 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どもがのびやかに育つため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊かな学び・文化が息づくために 

 
 
 
 

人権尊重意識の醸成 

平和意識の醸成 

 

地球市民意識の醸成 

外国籍市民への支援 

 

男女平等の意識づくり 

男女平等参画の促進 

女性の人権擁護 

 

 

 

子どもの権利の尊重 

子どもへの支援 

 

子育て支援サービスの充実 

子育て環境の整備 

 

学校教育環境の向上 

学校教育施設の整備 

教育相談機能の充実 

家庭、地域と学校との連携 

 

 

 

 
生涯学習活動の促進 

学びを生かすしくみづくり 

 

公民館事業の新たな展開 

図書館事業の充実 

スポーツ・レクリエーションの振興 

スポーツ環境の整備 

 

芸術・文化活動の充実 

芸術・文化環境の整備 

文化財の保護 

 

 

 

 

6 計画の体系 



○○○○○○ために 

①まちづくりの方向 

②施策区分 ③施策名 

○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 
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笑顔で暮らす 
まちづくり 

○○○○ 
まちづくり 

安心して暮らすために 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
元気に暮らすために 

地域福祉の推進 
 
 
 
 
 
 
高齢者福祉の充実 
 
 
 

障害者福祉の充実 

 
 
 
社会保障制度の運営 
 
 
 
 
 
 
暮らしの相談の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康づくりの推進 
 
 
    高齢者の生きがいづくりの充実 
 
   
障害者の社会参加の拡大 

計画的な福祉の推進 

地域福祉をすすめるしくみづくり 

人材の育成 

情報提供・相談窓口の充実 

権利擁護の推進 

 

日常生活への支援 

介護予防の推進 

介護サービスの充実 

 

地域生活支援体制の整備 

障害者福祉推進基盤の整備 

 

生活保護制度の適正な運営 

国民健康保険制度の健全な運営 

老人保健医療制度の健全な運営 

介護保険制度の健全な運営 

 

相談事業の推進 

消費者センターの活用 

 

 

 

 
計画的な健康づくりの推進 

市民の主体的な健康づくりへの支援 

地域医療の充実 

 

就労の支援 

生きがいづくりの支援 

 

雇用・就労の支援 

社会参加の支援 

 ■ 体系の見方 

……………… 
………………  

……………… 

……………… 
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公園・緑地の保全・活用 

農地の保全・活用 

公園・緑地の拡充 

身近なみどりの創出 

 

 

環境を大切にするしくみづくり 

環境学習の推進 

ごみの減量 

資源循環の推進 

廃棄物処理対策の推進 

公害の防止 

大気汚染の防止 

省資源・省エネルギー対策の推進 

新エネルギー導入の推進 
 
 
 
美しいまちなみへの誘導 

住みやすい住宅地の整備 

人にやさしいまちづくりの推進 

駅周辺の整備 

公共住宅の充実 

道路網の整備 

交通体系の整備 

自転車の活用 

上水道の安定供給 

下水道の維持管理 

 

 

防災基盤の整備 

救助・救急体制の充実 

雨水溢水対策の充実 

防犯体制の充実 

交通安全の推進 

安全で快適に暮らす 
まちづくり 

みどりの保全・活用 
 
 
みどりの空間の創出 
 
 
 
 
 

環境意識の高揚 
 
 
ごみ対策の推進 
 
 
 
公害対策の推進 
 
 
地球温暖化対策の推進 
 
 
 
 
 
 
住みやすい住環境の創造 
 
 
 
 
 
 
 道路・交通の整備  
 
 

上下水道の運営 
 
 
 
 
 
災害に強いまちづくり 
 
 
 
防犯・交通安全の推進 
 

豊かなみどりを保つために 
 
 
 
 
 
持続可能な社会を確立するために 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
快適な日常生活のために 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全な暮らしのために 

 

環境にやさしい 
まちづくり 
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農業の振興 

商工業の振興 

地域労働環境の向上 

起業家への支援 

産学公連携の推進 

 

 

 
水に親しめる環境の整備 

歩いて楽しめる散歩道の整備 

観光資源の研究 

 

 

 

コミュニティ活動の支援 

コミュニティ施設の充実 

市民交流の推進 

市民参加の推進 

市民との協働 

ボランティア活動の推進 

 

 

 
広報広聴の充実 

積極的な情報公開 

暮らしの情報化 

地域経済の情報化 

行政の情報化 

行財政改革の推進 

行政評価の実施 

行政サービス体制の見直し 

市民が利用しやすい庁舎づくり 

分権時代にふさわしい職員づくり 

広域行政の推進 

 

 

 

活力ある産業のために 
 
 
 
 
 
 
人が集まるまちになるために 
 
 
 
 

まちを支える市民のために 

 
 
 
 
 
 
 
持続発展するまちであるために 

産業の振興 
 
 
 
新産業の育成 
 
 
 
 
 
 
まちの魅力の創造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市民主体のまちづくりの推進 
 
 
 
 協働のまちづくりの推進   
 
 
 
 
 
 
開かれた市政の推進 
 

地域情報化の推進 
 
 
 
健全な自治体経営の推進 
 

 

協働で拓く 
まちづくり 

活力と魅力ある 
まちづくり 
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